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�愛媛県告示第９７８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９７９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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協定の適用を受けるものである。

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市 立 宇 和 島 病 院 山 岡 慎大朗 宇和島市御殿町１－１ 平成
２１年７月１日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 医療法人沖縄徳洲会
宇和島徳洲会病院 今 西 薫 宇和島市住吉町２－６－２４ 〃

心 臓 ・ 腎 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 〃 島 雄 隆一郎 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 近 藤 秀 則 新居浜市王子町３－１ 〃

心臓・腎臓・呼吸器・小腸機能
障害 内 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 岡 清 仁 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－１ 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

山 岡 豪大朗 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－
１

国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２１年

４月１日

立 花 一 朗 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３－１ 医療法人社団久和会立花病院 新居浜市喜光地町１－１３－２９ 〃

平 山 猛 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院 八幡浜市大平１－６３８ ひらやま内科・呼吸器内科ク
リニック 八幡浜市桧谷１０２６ 平成２１年

６月３０日

毎週（火・金）曜日発行 第２０８５号 平成２１年７月２４日

平成２１年７月２４日金曜日 第２０８５号

愛 媛 県 報

７０８
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�愛媛県告示第９８２号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 津島町岩松の一
部

平成１９年度から
平成２０年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 三島中央の一部 平成１９年度から
平成２０年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２１年７月２４日

�������
�愛媛県告示第９８３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所において

告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２１年７月２４日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

宇和島市土地開発公社

宇和島市曙町１番地

代表者 理事長 石橋寛久

宇和島市栄町港二丁目４番１４号

２ 埋立区域

� 位置

１工区

宇和島市大浦字長浦甲３番５から甲２５７３番１３に至る間の地先

公有水面

� 区域

次の各地点のうち�の地点から�の地点までを順次に結んだ
線及び�の地点と�の地点を結ぶ平成１２年秋分の満潮位（Ｄ．
Ｌ．＋２．１８メートル）における公有水面と陸地との境界線によ

り囲まれた区域、�の地点から�の地点までを順次に結んだ線
及び�の地点と�の地点とを結んだ線により囲まれた区域並び
に�の地点から�の地点までを順次に結んだ線及び�の地点と
�の地点とを結んだ線により囲まれた区域
基点 宇和島市住吉町字住吉山乙７００番８国土地理院「住吉」

四等三角点（北緯３３度１３分３１．８０４秒、東経１３２度３３分２７．８７４秒）

�の地点 基点から真北３３２度２５分０５秒４１３．１１メートルの地

点

�の地点 �の地点から真北２７２度５９分５９秒３８．３５メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北２度５９分５９秒３５．５０メートルの
地点

	の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒３８．９３メートルの
地点

�の地点 	の地点から真北１３７度０７分２３秒１２．７３メートル
の地点

�の地点 基点から真北３３８度４９分４０秒４６３．６５メートルの地

点


の地点 �の地点から真北２２６度４３分３４秒２８．０２メートル
の地点

�の地点 
の地点から真北２７２度５９分５９秒３９．３０メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北２度５９分５９秒１４１．３０メートルの

�愛媛県告示第９８０号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

聴覚・言語・音声・平衡・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 兵 頭 純 東温市志津川 平成
２１年６月１９日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

クローバー薬局西条店 西条市喜多川４２７－２ 株式会社クローバー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２１年
７月１日

コスモス薬局駅前店 新居浜市坂井町１－７－１ 有限会社ネオファルマー 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２１年
７月１日

愛 媛 県 報平成２１年７月２４日 第２０８５号

７０９
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地点

�の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒５６．７２メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１４３度１１分４０秒２５．１９メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１９１度１５分３３秒１７．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１９１度１５分２２秒２０．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１９１度１５分２４秒２０．００メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１９１度１６分１７秒３．５０メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１９１度４７分３５秒１６．５６メートル
の地点

	の地点 �の地点から真北１９０度００分３６秒２０．２６メートル
の地点


の地点 	の地点から真北１８８度４２分２９秒４．５８メートルの
地点

�の地点 基点から真北３４６度２２分５６秒５９９．９７メートルの地

点

�の地点 �の地点から真北２２４度５９分５９秒２５．９２メートル
の地点

の地点 �の地点から真北２７２度５９分５９秒３２．６０メートル
の地点

�の地点 の地点から真北２度５９分５９秒１１３．４０メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒１４．７０メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１３２度５２分５１秒２２．３２メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１６７度５０分２５秒１３．１３メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１６３度４９分５２秒９．５１メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１６６度１６分１２秒１０．４９メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１６８度０８分１５秒１９．４８メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１７１度４２分２３秒９．０３メートルの
地点

�の地点 �の地点から真北１７５度０９分３４秒１０．０３メートル
の地点

�の地点 �の地点から真北１７８度３２分５８秒７．９８メートルの
地点

� 面積

１４，９７８．８７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年２月２３日 愛媛県指令１２港第５２７号

４ しゅん功認可年月日

平成２１年７月２４日

�������
�愛媛県告示第９８４号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９８５号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９８６号
西予市から協議のあった県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

下松葉地区の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年７月２４日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・下松葉地区計画

書の写し

� 西予市営土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年７月２７日から８月２１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁

�愛媛県告示第９８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

東宇和農業協同組合 法第４条第２項第１号に
掲げる事業 平成２１年７月１０日

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

西条市農業協同組合 法第４条第２項第１号に
掲げる事業 平成２０年７月１４日

愛 媛 県 報平成２１年７月２４日 第２０８５号

７１０
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公 告
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�愛媛県告示第９８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都２１５４番２から

同町僧都２２５３番４まで
平成２１年７月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲１４３０番４地先から

同市多田乙３４９番２地先まで

旧 ５．０～１３．０ ０．１９０

新 ５．０～１１．０ ０．１９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲１４３０番４地先から

同市多田乙３４９番２地先まで
平成２１年７月２４日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年７月１日 特定非営利活動法人
和田重次郎顕彰会 土 居 貴 美 松山市清水町２丁目１８番地７ この法人は、松山市日の出町出身の探検家「和

田重次郎」のアラスカ開拓者としての偉業と母
セツへの孝養の精神について顕彰活動を行うこ
とで、青少年の郷土愛や情操教育を育むととも
に、文化的で情緒あふれるまちづくりに寄与す
ることを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年７月６日 特定非営利活動法人
Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｓえひめ 小 松 正 幸 松山市南久米町２６５番地１ この法人は、学童及び保護者や地域の方々に対

し、学童の年齢に応じた教育手段の実践とその
環境整備に関する事業を行い、地域に根ざした
子育て支援に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２１年７月２４日 第２０８５号

７１１



�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

電子ジャカード機付レピア織機の購入

� 購入物品名及び数量

電子ジャカード機付レピア織機 １式

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２２年３月３０日

� 納入場所

仕様書による。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０・２１・２２年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されていること

を証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

電子入札による場合は、平成２１年９月１１日（金）午前９時か

ら平成２１年９月１４日（月）午後１時５９分まで。

紙入札方式による場合は、２�の証明書類提出後から平成２１
年９月１４日（月）午後１時５９分まで。

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２１年９月１４日（月）午後２時００分

愛媛県庁舎 総務部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条の規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２１年９月４日（金）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年７月８日 ＮＰＯ法人 Ｆネット愛媛 富 田 耕 治 松山市北斎院町６３６番地２号 この法人は、「人材採用から愛媛を活性化する」
という理念の下、参加会員により「ふるさと就
職応援ネットワーク愛媛」を形成することによ
り、大学・学生への情報提供、企業と学生・求
職者の出会いの機会創造を支援することを目的
とする。また、会員が連携を強化することで、
同様な課題を抱える者同志の密なる情報交換と
相互研鑽の場を提供すること、及び愛媛に関わ
るスポーツ選手の再スタート支援（就職支援）
も目的とする。

愛 媛 県 報平成２１年７月２４日 第２０８５号
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� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札方式による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵

便に限る。）により提出すること。

� 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Jacquard rapier loom，１ set

� Time limit of tender：１：５９ p．m．，１４ September

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury Bureau，

Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

正 誤

�正 誤

平成２１年７月１４日付け第２０８２号中

�正 誤

平成２１年７月１４日付け第２０８２号愛媛県告示第９５０号（介護員養成研修事業者の指定）

ページ 箇 所 誤 正

６７０ 目次欄
上から５行目

介護員養成研修事業者
の指定（２件）

介護員養成研修事業者
の指定

ページ 箇 所 誤 正

６７０

�愛媛県告示第９５０号

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２１年７月１４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台二丁目９番地

介護全般に
関する介護
職員基礎研
修課程

平成２１年
１月２０日

削除
（平成２１年１月３０日付け第２０３５号愛媛県告示第１４２号によ
り掲載済み）

平成２１年７月２４日 発行
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